




は じ め に
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このまちを安全で快適なまうにしたいO緑豊かな健康的なま

ちにしたい｡個性あるまちにしたいo ･･このような生活環廉

についての要望は､年々高まっています｡

現在､横浜市では21世紀のまちつくりにむけ､｢安全で快適な

街｣､｢ふれあいのある住みよい街｣を掲げ､その施策を推進し

ていますOよりよい生活環境を創造していくためには､ます｢地

域の而民の連帯と自主的活動J､｢地域社会形成の活動J か不可

欠です｡

地域でこのような市民活動を基盤にしなから､自治体と而民

とか協力して地域のまちつくり､魅力つくりを進めていくひと

つの方法かこの建築協定てす｡

建築協定制風a:､一書でいえば､地区の特性に応じた良好な

環屍を維持増進するために住民か自主的に一定の建築ルールを

定めてそれを運営していく制度です｡

横浜両における建築協定締結件数は全国の自治体の中で寮も

孝く､市民のみなさんの生活環頻に対する関心の高さと､環境

保全の努力の表れと思われます｡

この冊子は､このように生活環境を守り､育てていこうとす

る万々のために､建築協定制度を紹介し､すぐれたまちつくり

を実現していただくためにつくられた刀イド7､ソつです｡

この制度についてよくこ検討いただき､役立てていただけれ

ば幸いです｡

平成元年3月 横浜而長 細 郷 遵 -
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現在､次のような問題が
起こっています

●住宅地では ･

建ち近隣コミュニティ形成に支障をきたす｡ い｡

鞍地方分割されて住宅ガ建て忘まってきた｡ :ゆったりした住宅地を守りたい0

ガ損なれれる｡
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●商業地では ･

商店街の魅力ガとほしい｡

歩行者空間かせまい｡

億 のデザインを考慮して､全体として個性的

な商店街【こしたい｡

歩行者空間を確保して､安心して買物のでき

る商店街にしたい｡

●工業地では･

工場跡地にマンションガ建てられ､マンシヨ 二住宅を排除して安心して工場経営をしたい｡

ン住民から工場ヘ音楕ガ寄せられ､工場経営ガ

0 しにくい｡



一般の建築制限は

建築物を制限する法律として窪薬事筆法ガあ

ります｡この法では次のよう/Tdことか決められ

ています｡

●用途の制限

いろいろの用途や形の建物か無秩序に立ち並

ぶと､生活環頻の悪化と共に､道路､下水､公

園､学校等の公共的施設の不足を招きます｡

これを防<'ため､郁而書十画法で地域毎に建築

できる建物の用途､建ぺい率､容積茎等香定め

た｢用途地域｣を指定しています｡

例えば莞 1種住居専用地域では岳含乱 =場等

は建てられませhJc

●高さの制限

各用途雌矧こよって建物の高さか決められて

います｡例えば莞1僅住居専用地域では10m以

下の建物しか建てられません｡

●外壁の後退

例えば莞1種住居専用地域の-部てrま､建物

の壁面を敷地屍界線から1rn又は道路薦界緑か

ら1mはなすように規定しています｡

遜 m .匡 & m
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●建築物の用途の制限

例 示 第二磯佳居等用地域 住 居地 t或 近隣南築地威 準工某地 域 Ⅰや中用地壊

のもの

させサト.

窮策

ガある工場

'少ない鹿設

やや多い施設

多い施設

ロitてられる用途 □建てられない用途(ただし､各年可を受けてEEてられる場合もあります)

(′壬)* 1500rnをこえるもの又は3幅以上に設けるものは建てられません｡



建築協定とは

都而計画法､建築基準法では前述のような建

築物の制帽(集団規定)を定めていますガ､これ

らはまちつくりを進める上での建築物の最低限

の室準を定めたものですから､この基準を守っ

ていても､前述のEj照 フライ/1シー等の問題

は起こる可能性かあります｡

建築協定制度は､住民か全員の合意によって､

建築室拳法等の最低限の基準に上のせて一定の

制限を定め､互いに守り合っていくことを約粟

する制度です｡

この約束は､個人の橿利を制限しますか､そ

のかれりに､地域の環薦保全､魅力ある個性的

なまうつくりの実現に役立ちます｡

建築 協定
建築 室 拳法

二･一

性合ヨなまち

73あるまう

都 市 計画

◎
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協定制度を学びます
｢)

●協定制度について学びます ●ビデオ ･スライドをご利用下さい

協定を矧諾うとする場合､協定制度について 建築協定制度を､もつと分かりやす<説明し

理闘しなければなりませhJoそのためには勉強 てもらいたいという声に府えて､ビデオ スラ

会､説明会を開くことをお勧めします｡ イドを作製しまL,たO貸出しをしておりますの

而の担当課(企画指導課)て相談に晦じていま でご利用下さい｡

すのでお尋ね下さい｡

●コンサルタント派遣制度

0 .｣. _I _ ..一 ∴ -

つくりの専門家を本両の費用で派遣して､協定

つくりの印〕言､相談にのるというものです｡



協定の内容を考えます

●協定区域を決めます

ある程度まとまった単位の区域を決めます.

決め万としては､道路 公園等の都市施設での境

界で､地形的条件で､町内芸､自治会等の頻界

でなどか考えられます｡

区域の大きさのEj安としては､ 1ha以上又は

30戸以上としていますO

●建築物の制限を考えます

建築協定では区域内の､建築物の敷地､位置､

構造､用途､形態､意匠､建築設備などについての

制限を定めることかできますOその区感の実情

に応じて､適切な制限を考えることか大切ですo

建築協定によって建築基準法の制限を緩める

ことはできませhJo

●有効期間はどのくらいに?

新しく造成された住宅地においては建物か立

ち並びまちとしての骨格 ･景観かほぼ形成され

るまでの期間､既存住宅矧二あいては-定件数

の建て皆や増改築の発生か見込み得る期間､と

10年間を有効期間とし､期限切れの時点で制

限内容を貝直して更新するというのか通常の/7

9一二ノですO

いすれlこしても､皆さんか話し合いで決める

ものですか､あまり長すぎると､時代の変化に

m L/きれ机 ､という欠点かありますO逆｡短 ⑦

すぎても協定の効果か期待できません｡その点

を配慮して決めていただきます｡

全員か合意しているものならは､協定期間は

無期限でもいいのではと考えかちですか､期間

を決める趣旨は､期限切れとなる時貞で再度建築

協定の内容及び継続について地域の住民の万々

で話し合って検討していただくためですので､

無期限となるものは好ましくありません｡



建築物の制限内容の例

制 限 内 容 制 限 内 容

8)敷地分割の禁止
○敷地の最小面槙の設定

②壷搭東男線または隣地蕪界緑から建
築物の外壁までの臣巨畠匡:1m

I:'丁 ∴ . `:I:-■-I

0建築物の構造を､耐火建築物､簡易

耐火建築物とする.
③プロップへいの禁止

○共同住宅の禁止

○店舗の禁止
○工業地軌こおける住宅の禁止

○階 数 :2(地階を除く)

㊧最高の高さ :9m
⑳軒の高さ :75m

o建ぺい率 憲悪霊莞×.00-40%

○容 債 率 驚 漂 欝 ×100-60%
◎北側斜線制限 5m+068
○へいの高さ

⑦建築物の屋根､外壁の色彩､形の統一

. .1 - ･ :/ 二 l

0



合意から協定成立まで

●協定書を作成し合意を得る

協定の内容か決まりますと､協定書を作成し

合意を得る作業を行います｡

(協定書の作成にあたり､両では要望に応じて

印刷 コピー等を行っていますのてこ利用下さ

い｡)

●成立条件は

成立条件は原則として土地所百舌等の全員の

合意か必要です｡ただし､借地権の場合はf菖地

合意から協定成立までのフロー

権吉の同意ガあれば必すLも土地所肩書の合意

を必要としませhJ｡

●合意が得られたら ･

合意か得られたならば､代表者か市長に協定

の認可申請をしますo(P30認可申請書参照｡)

而昌の認可を得て廷垂協定は成立し､認可公

告の日から効力を莞しますo

･認可申請から認可までの流れはP26の流れB5

のとおりです｡

合 意 認 可 手 続 協 定 成 立

協 定 書 冬 巨藁 ヨ 認 可 公 告通 究〕

両 役 所 ｢､_JT申請書受理 禦±定 ′書 公 聴 会 而 長 の 認 可ムD .窮 -

一般而民 岩 岩● ●｢ー~~~~~11認 可 /11告:L __ _ _ ___.J



協定成立後
(0

●運営委員会の設置について

協定認可公告後速やかに､協定書に昼つく運

営委員会の設置をしていただきます｡

運営委員会は､協定の解釈及ひ協定違反につ

いての対応1､並びに市との連絡調整窓口として

欠かせないものてす｡

●建築協定連絡協議会

各地区の運営委員会か相亘に遼格を取り合い､

0 情赦 換､建築協定の普及啓発を行うことを巨

的として､昭和59年6月に設置されました0

年 1匡〕の総会開催と機関紙｢建築協定だより.

の発行を行っていますO幹事を10名程度置き､

協議会運営に必要な活動を行っています｡

これまでの主な活動として､昌区ことの懇談

会､他地区の見学会及び地区内の緑化検討等を

行っています｡

●効力の継承

協定区域内の土地か転売され､権利者の移動

かあっても建築協定の制限は､そのまま継承さ

れます｡

●建築確認で協定をチェック

協定認可後は､建築確認のときに協定内容に

合致しているかどうかをチエ､ソつし､合致しな

いものは羊旨導されます｡

●認可後に変更､廃止をする場合

協定の内容を変更する場合は､協定合意書の

全員の合意を必要とします｡また､協定を廃止

する場合は､過半数の合意か必要となりますo

●看板の設置

市では､認可された地区か外部の人にもわか

るように､地区を明示した看板のaJl眉 をお勧め

しています｡設置場所について【ま､地区で決定

していただきますか､製作と設置は両側で行っ

ていますのてこ利用下さい｡
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建築協定のパターン

建築協定は締結のキ､ソカケによって次の4つ

に分簸されます｡

いちL:ん
●新規開発地区(1人協定地区)

可を受け､建築協定付で宅地販売を行うもので

す｡したかって､住民は協定地区であることを

前提に宅地を柄入し､入居することになります｡

●区直l整理地区

この地区の建築協定は区画整理事業の喜†函人

口を担保するとともに建物の形態等の制限を設

けること(=より､道路､公国等の墨盤整備と-

体的､総合的なまちつくりを進めることを目的

とします｡

協定は区画整理組合等により事業完了前に締

結されます｡

●既存住宅地の住民発意地区

これは既存の住宅地で住民か自主的に協定を

績んだ地区です｡

この地区の多くは､マンション建設反対の運

動など地既の環屍を守る活動から始まり､建築

協定約,%の運びとなったものです.柄,Gまでの

合意形成にr3時間も労刀もかかりますか､住民

の協定に対する意識は高いものとなりますo

●協定期限切れ更新地区

これは前記3つの地区で協定の頁効期間か満

了し､再度住民の合意に室つき､新に協定を更

新するものてすo協定の区敬､内容､期限につ

いては､住民の意見､時代の変化等を考慮して

再検討し､決めます｡

なお､それぞれの申請方法はP24､25を参照

して下さい｡
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L三宅地区 商業地区 工業地区とLlう項型こ

とl=代表的な制限の例をあげてあました

●住宅地区

制限項目例をあげてあましたO地区に屈した

頃日を選択して下さい｡

(用途)

-2世帯同居住宅を認める例一

〇用途は一戸建専用住宅又は医院併用住宅とす

る｡ただし､喝子､兄弟等の親族の同居する2

lr() 世帯同居住宅で､運営委員会か横浜而と協議の
うえ認めた建築矧まこの眼りてない｡

- 1戸建住宅と共同住宅の表在を認めた例一

〇用途は次のいすれかとするO

(1) 1戸建専用住宅｡

C2)医院供用住宅｡

(3) 共同住宅で住戸教ガ8以下､かつ､1住戸

の専用床面積か30平方メートル以上のもの｡

(敷地)

-分割は一切禁止する例一

〇敷地の分割はできないものとする｡

一分割は禁止せすに､最小面積で制限した例一

〇敷地の最小面積は150平方メ-トルとする｡

(地盤面変更)

一新地と遵指の高低差かないときの例-

o敷地の地盤面(認可公告時のものをいう｡)の

変更はできないものとするO

(外壁の後退)

一旗村]規定を入れる例一

〇建築物の外壁又はこれに代れる桂の面から陸

地輿界緩までの距軽 (以下｢外壁の後退距親｣と

いう｡)は､1メートル以上とする｡ただし､外

壁の後退距離の限贋に満たない距離にある建築

物又は建築物の部分かj7またはイ【こ該当する場

合はこの限りでない｡

戸 外聖文はこれに代オつる桂の中Iu,1線の長さの

合計か3メートル以下であること｡

イ 物置その他これに頴する用途にL宍し､軒の

高さか23メートル以下で､かつ､床面積の合計

か5平方メートル以内であること｡

-後退距離については地区の実情に沿って決め

ることかできます0-

0例 05メートル､075メートル､1メートル

ー後退萱準境界矧こもいろいろあります.I

遭路戻罪線､敷地薦弄緩､隣地境界綜 (道路境

界線及び敷地県界顎をいう｡)



◎

(再効期間)

-自動延長の例-

この協定の再効期間は､横浜而長の認可公告

のあったBから10年間とする｡ただし､期間満

了前に協定書の過斐数の申し出かなければこの

弓効期間はさらに5年間延長されるものとする｡

一期間満了時の継続反対者を3分の1にした例-

この協定の南効期間は､横浜而長の認可'公告

のあったEjから10年間とする.ただし､期間満

了時に協定書の3分の1以上の継書亮反対の意志

表示かない場合は､更に5年間延長されるもの

とする｡

これらの場合､延長された期間ガ満了した時

点で再ひ8勤延長されることにはなりません｡

＼



①

●商業地区

商店街としての利便を高度に維持増進するこ

とをEj的としますo

(建築物に関する等葦)

第〇条 前条に定める協定区域内の建築物の敷

地､位置､構造､用途､形態及び意匠について

は次に定める基準によるものとする｡

;) (1) 順 の道路剛甜 分に面する用途は､店臥
事務所､欽自店､その他商業 ･実務の利便を増

進する施設とする｡

C2) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面 (地

盤面からの高さか3メートルまでの部分に限

るO)から蓮沼境界線までの距離r3､2メートル以

上とする｡

(3) 建築物の構造は耐火建築物とする｡

(4)外壁及び屋倍の形､色､材料等については

地区全休の調和を固るよう努めるものとする｡

●工業地区

=業団地としての良好な生産環贋を維持し保

全することをEj的とします｡

(用途)

莞○条 区壊屈lこ表示するA三世区においては､次の各

号に掲げる用途に供する建築物は､建築してはならな

い.

(1) 住宅､共同住宅､苛等雪害又は下宿

の 物品販売轟を営63店頚又は教会店

(3)まあじゃhJ雇､ぱちんこ屋､射的場その他これら
に項するもの

(5)刀Vリンスタント=(自家円のものを除く｡)

2 区域ヨlこ表示するB地区にajいては､住宅､共同

住宅､寄宿毒又は下宿の用途に供する建築物は､建築
してはならない｡

(唱 道)

第〇条 建築物の主要構造部は､餅骨､鉄翫コンプリ

ート等の不燃材料としなければならない｡ただし､建

築物の延へ面横7150平方メートル以内の物置その他の

尽付属建築物については､この限りてない｡

(建築設備)

夷0具 建築物には､堤看､芸動､汚水､震意､はい

意､場じjl,J､刀ス､臭気等lこよる'a書を防止するため

必要な設甥を設写しなけれほなら/ない｡



横浜市では､開発行為や区画整理事業による

新規開発に際してはデイへロ､ソバ-､事業主に

対し､その事業の目的 (例えば低層一戸建住宅

地分譲)に/沿った協定を締結するよう積極的に

指導しています.また､既成市街地で用途濃在

防止 (【まとんとか一戸建住宅地での共同住宅排

除)を要望する地区に対しても同様にそのよう

な指導を行っています｡その結果､昭和32年に

はじめて協定を認可して以栗､63年3月31E∃現

在の協定地区は184地区､総面積は1330haにも

達し､市町村レベルでは全国でも最も考い地区

数を数えるに至りましたo

横浜両の協定のほとhJとは一戸建住宅地の協

定であり､建築制限の内容も低層住宅地の良好

な環境の保全を目的としたものとなっていますO

こうした一戸建住宅地に対しては､その環薦構

成の三要素である①用途､②敷地規模､③高さ

(または階数)に関して協定するようアド/1イ

スしていますO

用遷地域別建築協定地区数

悼
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横浜市では昭和53fF度から3カ年にわたり協

定地区の実態調査を実施しました｡

介しますと､協定に対する評価については､約

75%の住民か ｢協定かあるほうかよい｣と評価

しています｡協定の存在か不便か否かについて

は､｢建築制限かあるので不便である｣というBj]

筈か約21%､IW79%の住民は ｢不便なことはな

い｣と害えています｡期限かきたら ｢廃止すへ

O き｣という意矧 抑 すか5矧こ過ぎません.

こうした協定への背定的評価は､期限切れと

なった地区住民の動きでも裏付けられますo

昭和63年3月31巨]現在､期限切れを迎えた地

区は45カ所ありますガ､継続を中止したとこう

はれすか2カ所にすぎす､33カ所については更

新済､残る10カ所は継続のための作業を行って

います｡

とhJな点て協定の有効性を感じているかにつ

いては､任)Ej照､通風の石酎某や騒音防止､プラ

イ/1シー保護といった住戸性能の快適性に対す

る効果､②用途の純化､街全体の緑の蔓の増加

といった住宅地に対する効栗､③居住環屍【こ対

する意識の向上､などか挙げられています.

協定地区住民の意識調査

(協定に対する評価)

無い【まうガよい05% オつからない48%

あるほうガよい749%

(協定の不便さ)

廷吏制限かあるので不便である208%

不便なことは無い792%

(協定の継続)

内容を大場に修正して継杭14%

l表 芸 顎 荒 11慧 苛 へと4J端

一般的な建築協定の建築制限内容



横浜市の建築協定地区

クリーンタウン新横浜

日商岩井･棄芝･三ッ沢住
宅地区

中区横浜LU手鮎宅地

タイヤフ別所台住宅地 弘明寺ひかりか丘

横浜永EE同住宅分譲地 永EB棄1 2丁巨〕

33 野村港南台分譲地第2期莞1工区 日野南5.6丁目 116 Ej野町沢ケ谷 港南台1丁目119 港南富士見台 下永谷町

47 野村港南台分譲地第4I区 Ej野雨7丁目 142 ハーフヒル上大岡住宅地 上大岡粟2.3丁目

50 野村裏雨8分譲地莞2I区 Ej野再7丁目 143 アライEB地 日野7丁目

61 洋光台杉の不言E3]地 笹下6丁目 158 横浜鳶南台 日野南3丁白

70 野村港南台分譲他薦2期莞1工区 日野南57Ej 169 Ej本信販日野住宅地 Ej野9丁呂176 E]野町

79 Ej野クリーンタウン 日野町 191 Bのl至地区 港南台8丁Ej V
94 野村衰雨8分謡地(再造成地) 日野南6丁目 206 日限LU3,4丁Ej 日限山3-4丁巨∃

99 港雨第2期分譲地(莞1､2＼3､6次) Ej限LU1.2丁E]

保土ヶ谷区

86 横浜西谷住宅地 上菅田 118 棄戸塚クJ-ン57ウン 鏡不本町

111 川島町 229 エステー戸へニュー保土ケ苔 上菅田町

旭 区

76 両沢団地住宅地 両沢Eg 226 二俣川異急ニュータウン菓部圏内会乗地区 今宿喝105 二尻目 責3団地 今宿喝

108 クL/-ス57ウン三ツ県 金か谷 234 芳村フレ､ソシユタウン希望ケ丘第1街区 今層町159 JIL昌町



洋光台ひかりか丘

洋光台/＼イタウン

Ll2 野村金沢文庫分譲地 蓋利占町 137 冨岡第7期分譲it9 富岡西4丁目＼
(案2I区) (第4次)

♭ 8 野村金沢文庫分謡地(第3工区) 蓋利岩田 141 金沢文厘パーワタウン 蓋利と妄町153 いすみタウン金沢文庫 蓋利占町

66 野村金沢文届分譲地(第4＼5＼6I区)住宅地 蓋利壬当町 170 能見台2丁巨∃ 能見台2丁目171 能見台3丁E∃ 能見台3丁E∃

84 富岡第7期分謡地(第3次) 富岡西4丁E∃ 177 西武会沢文庵莞2次 西柴1-5丁白178 柴町住宅ft9区 柴町

89 会沢工業Egj地 福涌 1ー2丁巨∃ 200 ワL/-スタウン六涌台 六浦町＼大道2丁巨∃

91 冨岡第日期分譲地(莞 1次) 富岡西5両Ej 210 能見台5丁E】 能見台5丁目211 能見台6丁目 能見台6丁目

98 堀口北地区 堀口 223 富岡西ひかりケ丘町内芸第2区B地区 富岡西4丁[∃

114 冨岡第8期分譲地(第2次) 富岡西5 -6丁目 228 ウッド/T一つ金沢文庫 蓋利台町

44 Ej三台桜JT丘分譲地 高Efj町 135 Ej吉台住宅 高EE]句

53 興人Ej岩住宅地 Ej言本町､高EE)町 157 新羽棄急住宅 新羽町

54 森戸原住宅地区 Ej吉本喝＼高EEl和 184 仲手原莞2住宅地区 篠原台町

77 新吉田第四住宅地区 新吉EE]町 JJ} 顧不ロブL/ツシユタウン日吉 日吉本町

222 港北二ユータウン栗山Efj準工業地域 景山田町

128 藩北二ユ-タウン新吉EIj工場倉鷹地区 新吉出町

48 横浜栗本重雄住宅地区 粟本妻邸Eg 74 鴨J=LîEB町第1地区 鴨恵EE]町＼岩乗合

62 小黒地区 78 市ヶ尾第二地区 而か尾町

64 武蔵中山台住宅地 三保町 Li/ みたけ台A地区 みたけ台

65 あざみ野地区 (第1) あざみ野3丁E∃ 85 鴨居あけぼの住宅 鴨居2丁〔∃

69 東急みたけ台Eaj地 みたけ台 87 桜台住宅地区 桜台

71 あざみ野地区 (第2) あざみ野3丁目 90 池尻地区 荏EEj町



97 而ケ尾禅当寺地区 市か罵qJ.大場喝 155 美しか丘住宅A地区 美しか丘4丁目

101 新石目L二丁E]A地区 新石川2丁目 156 美しか丘住宅C地区 美しか丘4丁目

104 すみよし台A地区 すみよし台 162 新石川三丁BA地区 新石川3丁目

106 もえぎ野北地区 もえぎ野 163 みたけ台B地区 みたけ台

log 新石川二丁目B地区 新石川2丁目 164 みたけ台C地区 みたけ台

112 毒草台A地区 毒草台 165 すみよし台B地区 すみよし台

115 もえぎ野自治会地区 もえぎ野 166 鴨居A地区 鴨居2丁目

117 港北ニュータウン荏田準I業地域 大丸 168たまフラーザ中央商店徳 美しか丘2丁目172 市ヶ尾可A地区 市か闘 6
120 伊豆急あざみ野4丁目地区 あざみ野4丁目 173 看要旨B地区 看苧缶

121 美しガ丘一丁[∃地区 美しガ丘1丁目 174 もえさの第二地区 もえぎ野

122 さつきガ丘葵急分譲地 さつきか丘 182 新石川≡丁目B地区 新石川3丁E]

123 川和I案地区 川和町 183 新石川四丁目B地区 新石川4丁目

130 たちばな台地区 たちばな台 186 すみよし台C地区 すみよし台

131 新石川二丁目C地区 新石川2丁目 187 中FE)ケ尾住宅地区 両か尾野

132 美しか丘中部自治会 美しか丘2.3丁目 188 FE)ケ尾町B地区 市か尾田

138 美しか丘B地区 美しか丘4TE∃ 189 緑区桂台住宅地区 桂台

139 荏EE]地区 荏子EE1-3丁E∃ 192 緑区松風台住宅地区 松風台

140 港北ニュータウン荏EB再2-2街区 荏田南2丁目 193 すすき野地区 すすき野3丁目.元石川町

144 麦田同地区 匡EE)西3-57巨.而ガ閉 195 漁区恵か丘二丁目地区 暦か丘2丁目

145 富士塚地区 荏田西1-3丁Ej 197 緑区興和棄本郷台 栗本殊町

146 美しガ丘4丁目36番地区 美しか丘4丁自 198 白山ハイテクパ一つ 白山町

148 新石川四丁目A地区 新石川4丁巨] 1.99 美しか丘クリーンタウン 美しか丘1丁目

150 榎か丘A地区 榎か丘 201 東急若草台分譲地 若草台

151 たちばな台第二地区 たちばな台 1丁巨∃ 233 市ヶ尾町C地区 而ケ尾田

152 すすき野一丁巨∃ すすき野1丁目 235 桂台A地区 桂台二丁目

29 野村本郷台分譲地(第2工区)住宅地区 飯忘町 147 横浜而莞二I業ES]地協同娼合連合会 上矢部町

68 戸塚烏か丘住宅地 烏か丘 167 重恩和台 戸塚町

95 戸塚工業ESj地 上矢部町 175 戸塚原宿第二ESj地 深召町＼原宿

100 海南第2期分讃地第3､4＼5次住宅地 南舞岡1丁B 181 郷和台第-期 戸塚喝190 雨戸塚団地 下島臼可

103 員岡喝 舞岡喝 204 /T1-メストタウン戸塚 柏尾喝

124 遍再売3期分譲地(莞1次)住宅地 戸塚区丙舞岡1丁Ej雇両区Ej限LL)2丁昌 208 下倉田住宅地 下倉田



l2191戸塚神明台 l矢部卿 ‖2311棄急汲沢旨A地区住宅地 l汲沢可

栄 区

6 明比奈古住宅地区亮2次 上健喝 179 松JT丘住宅地 ≡同町

39 莞二次湘南桂台第 1地区 上郷喝 180 数台ケ谷Eg住宅地区 鍛冶ヶ谷町

43 野村本健台分譲地(第5工区)住宅地 小菅JT台QJ 205 小山台住宅地 小菅ヶ谷町207 本郷呂中央住宅地 小菅ヶ谷q]

持 5 野村本郷台分詔地(莞6I区) 小宮ヶ谷町 コ∋ 両戸塚住宅上世薫1区 庄戸二丁巨∃.五丁白212 桂台自治会 (第 1地区) 中野町

56 第2次湘南桂台第2地区 上郷町 213 桂台自治会 (第2地区) 公田町

60 飯島ひかりか丘地区 飯島田J 214 桂台自治会 (案3地区) 公日町

83 大aB緑ヶ丘ネオ/i(リス神戸地区 上嫌喝 215 桂台自治会 (第4地区) 公田町216 桂台自治会 (第5地区) 公EE)圏

113 野村本郷台分譲地(2期造成地区) 小管ケ台喝 224 桂台自治会 (第9地区) 公田町225 庄戸 1丁目 .4丁目 庄戸1丁目 .4丁目

149 野村本郷言分謡地 (3期造成地区)住宅地 小菅ヶ谷町

瀬谷向陽合住宅地 三ツ境駅北口商店街地区 ≡ツ県､旭区笹野台

i;‡数字は協定地区番号

(平成元年3月1日現在､193地区)



参 考 資 料

建築協定認可申請までの手続きの流れ
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(2) 既成市街地･区画整理地区の新規の手続き

( 市建築局 )(代表者会 )( 住 民 )
★ 1 違和 等の取葛の

暖ま弓

権利者の名手作成

区Ziの噴出

吉元把の地主対訳

その他



認可申請から認可公告までの流れ

★1必要提出番頭

e建築 協定認可申訳胃

②建築協定昏

協定告は協定文宙と区域周から成る.

1区画tこついて合意の〔口のあるものを

3酪作成し､1弧よ権利者か保管する｡

2Blよ協定書全員分をa=とめ提出する｡

③協定区域案内国

@建築協定をしようとする理由岳

◎区画乱国

(区域図等て表示でさmal必要なし｡)

⑥土地の所覇者等の住所､氏名及U権利

の播頚を表示する一覧表｡

以上を2弧つつ作成し提出するoa=た､

別に②③の写しを8瓢提出するO

★2告示､公告は毎日5､15､25Ejのい

すれかに横浜市報に掲畷

★3甲強者 (運営垂員長､代表者または

デイへロッ/1-担当者)へ文啓にて

通知

★4知73発生について

一般の建築協定は'n吉のあったE]か

ら起算して一年以内において当該建

築協定区牧内の土地に､二以上の土

地の所管音等ガ存することとなった

日から交わ刀を発する｡



建築協定QaA
A建築協定に参加できるのは､協定の区域内の

土地の所青竜及び層地権者(法律では｢土地の所

管者等｣といっています)です｡

ただ､イ吉池確の目的となっている土矧こつい

ては､借地をしている人か参加すれば､土地の

所青書は参加しないこともできます｡

儲家人は建物を建てる権限かないので､原則

として参加者とはしていませhJか､協定の内容

か建築物の借主の権限に係る場合には参加者と

なります｡

A共有している土地の持分の過半数を所管して

いる竜の賛成かあれば協定を結/3にとガできま

す｡

A建築協定区域外の土地の所再音叉は倍地権者

か新たに協定に加入するためには､協定書全員

の合意により再匿認可申喜岩をしなければなりま

せん｡

建築協定区域内の借地権の目的となっている

土地の所肩書かあとから加入しようとする場合

には､市長に対し､書面で意志表示をすれば参

加することかできます｡

協定区域内の土地をあとから院入したり､借

地したりする人は自動的に加入したこととなり

ますガ､念のため運営委員会などに連絡してお

くほうかよいでしょう｡

A法に定める茎葦は､建築物[=関する最低の基

準であり誰もガ守ら矧ぎならないものですから､

たとえあたかいに合意の上であっても協定でこ

れを緩和することはできませhJ｡



A建築協定は建物に関する室準について定める

制度てあり､建物か建たない胃空馬壬重湯などを

禁止したり空地の管理などを規制することはで

きませ九ノo

A建築協定付きの住宅矧ま､一般に良好な住環

境を備えた住宅地と評価され､良好な住環衆を

もとめる人達から喜ばれますので､家や土地l=

対する評価は､かえって高くなることか多いと

いえます｡

A相続などによる所頁権移転のための分筆は可

能ですガ､分筆し所商権移転したそれぞれの土

地に建物を建てることはできません｡したかっ

て分筆前の土地を一つの敷地として建物を建て

ることになります｡

A運営委員会の決定に墨つき委員長ガ工事の停

止や是正のために必要な措置を行うこととなり

ます｡もちろん横浜両でも運営委員会に協力し

て違反是正の指導を行います｡

A台所や風呂場 トイレなどをそれぞれ2以上

設けた､2世帯か独立して生活できる住宅であ

っても､玄関か1ヶ所で､建物の内部で行来て

きるものま､一戸建住宅として取り扱っていま

す｡通常これを2世帯同居住宅と呼んでいます｡



なお､建築協定上､2世帯同居住宅を一戸建

の住宅と区別して取り扱っている区域もありま

すガ､この場合は､その協定の取り扱いによる

ことになります｡

A南効期間内は､協定内容か再矧こ働きますの

で､一度協定に参力Dした以上､脱退はできませ

ん｡

A原則的には100%の合意ガ必要ですガ､地区全

体の90%以上の合寿かあnraさ､末合意の土地を

除いた､残り全員の合意を100%の合意とみて

認可しています｡

この場合､未合意の土地は協定区域外 (穴抜

区画)となります｡

A穴抜け区画は､協定区域外のため原則として

協定の効力は及びませhJ.しかし､協定区域内の

環薦保全の面から､協定の趣旨に沿うよう運営

委員会と協議のうえ協力要請を行っていますo



建築協定認可(変更 ･廃止)申請書

第6号様式の3

建築協定認可(変更 ･廃止)申請書

建築萱準法第70条莞 1墳 第76条の3第2煩く莞74条莞1項.第76条莞1項)の規定による認可を受け

たいので,関係回書を添えて申請しますO

.t. 弓 E

横 浜 而 長 殿

申請書 住 所

氏名又は名称

電 話

@)

廷a節定のA要 1区域の地名地番

2 冨す築る篭 墓 建築物の慧?お墓苧妄雷苧表芸に関する墨筆

3両 効 期 間 守

4 空電慧 譜 表

5 建 築 協 定 の 名 称

6 協定区域の面憤.規模 宅 地 【そ の 他 l総 計 区画W l が l 肘

莞1種住等. 第2種住専.住居,近隣商業.商業,準I.I業.I専.指定なし 防火.華防火風教.その他 ( )

8 土地の所管書等の人数 土地の所青書 建物の所頁を目的とする 嚢露言蓋室合 看†地 上 権 者 真 底 権 者

人 人 人 人 人

9 8のうち合意書の人数 人 人 人 人 人

3;ミ権 利 者 に 対 す る10合 意 書 の 割 合

11そ の 他 必 要 な 事 項

受 付 欄 経過 縦 覧 年 月 日公告第 号年 月 日から年 月 日まで ='==認 可 公 告 欄
年 Fj B/nJ-_

公聴会 年 月 Ej公害第 号

(注意) 1 申請書か法人その他の団体にあっては.その各軌 事務所又は革菓所の所左嬉及ひ代表害の氏名を

記入してください｡

2 2及ひ7偶は,該当するものを○て囲h,IでくださいC

3 ';…のあるl矧3.記入しL:3いてください｡
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(@築協定書モデルmJ)

〇〇〇〇 建築協定書
(Ej 白勺)

第 1条 この協定は､建築基準法 (昭和25年法律第201号)第69条及びこれに室つく横j兵而廷築協定条例 (Ee手口31

年 6月横浜市条例第17号)第 2条の規定に墨つき､第4臭に定める建築協定区l或 (以下 ｢協定区短毛｣というD)

内における建築物の用途､形態､構造､敷地､位置及び建築設備に関する基準を定め､住宅地としての良好な

煩廉を高度に維持増進することをEj的とする｡

(用語の定義)

第 2美 このt雨足における用語の意義は､荏章毎基準フ去及U建築室準法施行令 (EB和25年概令第338号)に定めると

ころによる｡

(協定の締結)

第 3条 この協定は､協定区域内の土地の所肩書及び建築物の所南を目的とする地上権又r3-第イ昌億を育する蕃(以

下 ｢土地の所白書等｣というQ)の全員の合意によって締結するo

(建∃套協定区王或)

O 篭 芸物言芸警≡書芸㌢となる土地の区那 001丁目 1番から10番 (8番内の学校用脈 除く)とするo

第 5条 協定区I或内の建築物の用途､形態､構造､敷地及び位置は､次の各号に定める基準によらL=3ければなら

ないO

(3) 土矧唱を除く階差引去､2以下とするO

(4) 徴lt9の分割はできないものとする｡

(5) 敷地の地盤面の変更はできないものとする｡ただし､自動車重層萱を建築･するための切土及び藩士[=ついて

はこの限りでない｡

(6) 建築物の外壁又はこれに代nる柱の面から隣地ij%界緑までの距離 (以下 ｢外呈喜の後退臣巨離.というO)rま､

1メ-トJL/以上とするOただし､外壁の後退琵巨雛の限度に満たない距離【こある建築物又は建築物の猷分かプフ

又はイに該当する場合はこの限りでないo

イ 物置その他これに頬する用途に供し､軒の高さか 2 3 メ--トル以下て､かつ､斥≡面鳩の合書十か 5平方

メートル以内であることO

(運営委員会)

第6条 この協定の運営に関する事項を処王望するため､〇〇〇〇建築協定運営委員会 (以下 ｢委員会｣という｡)

を設置する｡

2 委員会は､協定区Ⅰ或円の工他の所百害等の互選【こより選出されだ委員等千人をもって組織する0

3 委員の1王期は､2年とするQただし､委員か欠けた場合における補欠の委員の任期は､前任者の残1王期間と

する0

4 委員は､再任されることかできるO

(役 員)

莞 7条 委員会に､委員長､罫｣委員長2人及び会書十1人を雷く｡

2 委員長､罫｣委員長及U会書十は委員の萱選r=よって定める｡

3 委昌長は､委員会を代表し､この府定の遷宮事務を総王望する0

4 副委員長は､委員長を矧 重し､委員最r=事故かあるとき､又rよ､委員長か欠けたときは､あらかじめ､委員

長か指定する副委員長かその事務を代理する0

5 芸喜十la､委員会の経理に関する撃預を9Llu里する0

6 委員巨の任期か満了したとき､又は委員長か欠けたときは､二折たr=委員長【こなった者か､速やかr=その旨を

慣二兵而長に報告するものとするOただし､雫J壬されたときrよ､この限りでなし1.0

(委 イ壬)

(違反者に対する1昌置)
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芦ミ9菜 妄肖良は､この焔庁丁に遼反した古 く以下 ｢虐E3音.とし､う｡ガあっF_ときは､虐b孝に対し､石臼会の

主夫存'r=苛つiさ文芸をもって相当の】西f,期間窄1.3して 笠正のL=めの妙夢Lii昌†-V.'をとる｣と色F,占派することガで

/5.

2 .j2FJ煮ra､荊J員の講>RかあっT=ときは､これに従√jZdUnIaJjら/riい｡
(裁判所へのt買主斥)

窮10条 委E3昆E謀､違反盲か軌条第 1頂の邑巧求r=従れないと芦Lは､委員会のJ大在'に等つだ､その強制履行又F言泌

反苦の王葦用をもって第三PBにこれをなさし虻)ることを裁判所に三呂求することガできる｡

2 前項の訴5'L王手続に夢司る呈主用等は､違反者の負担とする｡

(土地の所幸i者等の届出)

第11完 工lrP,の新手ラ音等ra､土地のiiT南峰ノ史()建築与勿のfjT:預を目的とするi世上経文ra昌唱確を移転するときIa､

あらかレめ､その旨至芸貞長に届け出なけれはL:iうなし｡

(協定の賓 や )

第12具 土地の所宇∃書写は､協定区鏡､建築一物に閏司る考基､亨∃知期間又は違反者に対する措置を変更しようと

Igる場合は､その全員の合藩をもってその旨を定め､これを1東浜両島に申請してその諺司を受けなければ7:ilる

7:i)tい｡

蔓 …≡≡蓋≧≡喜芸≡芸妄孟芸雷雲芸冨芸霊 言ttJ…芸深戸･よ､その過- の合意をもってその旨を- こ0

(免かブコの継承)

莞14嘉 この協定は､認可公告のあっ定日以後において土地の所幸∋書写とL:3った竃に対しても､その効刀かある

ものと弓る｡

(白兎り拝‡閤)

第15兵 この協定の頁効期間lよ､横浜Ffj長の認司公告のあった【∃から10年間とするOただし､この協定の宇弓効期

間内にした行為I=苅する第9条及U第10条の適用lこついてrよ､なお従前の例による｡

附 則

(効ブコの発生)

1 この協定は､横浜而長の認可公告のあったBから効73を発する｡(33i注 1)

(適用の除外)

2 この協定の認司JLLn旨のあったEj前に現に存する躍三重物又は現に建妻垂､修繕看しくは模様告の=事中の建築糊

(以下 ｢既存建築物 J という｡)についてlま､この協定の規定は適用しない｡ただし､この協定の認可公害のあ

ったEj以後に､当該既イ芋建築物を増重し､改重し又raj多転するj易合rよ､当該増言重し､改築し又は移転する部分

については､この脇定の規定を通用する｡

rj000真空蕪協定の締結に同意 しま弓｡

年 月 日

所頁土地の表示

横浜而○○区00喝】○○畜 (;T:注 2)

宅地 nY

土地の所宇弓書､†音他項普

t王 所

氏 二呂

イモ 所

氏 名

I.Ff注 1>一人協定の場合 ■

この協定は､横浜両島の認可公害のあった白から起算して 1年以内において協定区倭内の土地に二以上の土地

の所管苦等ガ存することとなったE3から知刀を発する｡

･･･…注 2 地名地嘉を五三人 して下さい｡
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運営委員会細則モデル例

〇〇〇〇建築協定運営委員会細則
(∈∃ 的)

第 1集 この細則は､〇〇〇〇控垂協定 (以下 ｢協定｣という｡)売8条に墨つき､0000建築】窃定運営委員会

(以下 ｢委員会.という｡)の運営に開し､必要な‡即員を定め､その運営を円,9化することを目的とする｡

(招 集)

第2条 委員会の沼集は､必要l=晦じ委員良ガ行う｡

(遷宮要員会の兼務)

第3集 委員会は､焔定の運営に関する次の事項窄処理する｡

11) 協定第 9条から第13条に係る事項｡

C2) その他協定の運営に関すること｡

(議 決)

第4条 委員会の孟最革は役員を含め委員の 3分の 2以上ガ出席した委員会において､出席委員の過半数をもって

】宍する｡

2 可否同量故の場合は､委員長かこれを決する｡

(吉最夢録の作成及ひ保官)

0 第 5条 蔓員会の吉- こついて臥 議鞘 を作成 しなければなら机 ､｡
2 議事i泉には､互兎夢の経過の要韻及Uその括栗を吉己蔽する｡

3 委員長は誠琴主義を保管 し､利害関係人の昌看求かあった昭は､これを閲覧させなければならない｡

(経 豊里)

第6条 委員会にかかるBa経筆削ま､脇定第 3条の土他の所青書等 (以下 ｢土地の所:白書等｣という｡)全員の負担

とする｡

(土地の所管番等の変更の届出)

第 7条 協定第11条の唄定による土地の所宇∋書等の変更の届出は発 1号様式により行うものとする｡

(重 任)

第8条 この紙順Uに定めるもののIまか､毒員会の事托執行､合音十､その他必要な事項は､委員会の承認を得て委

員長か定めるo

LluT.1 日_

(施 行 期 日)

この紹唄Uは運営要員会設立の日 ( fF 戸∃ Ej)より実施する.

第 1 号 様 式

土地所百番等の変更届

〇〇〇〇蔓重蔓轟協定

運営委員会委員長

(主所

氏名

句三 月 ∈]

殿

ED

次のとaうり､ 年 J弓 日に土地所宇∃者等の

変更をしましたのて､届けをいたします｡

記

玩 氏 名t壬 所 〔DTEL

後 氏 昌一王 所 EDTEL

(1勿件の表示)

LFFlLPrYl

変更した権利頓芳リ



(建築基準法抜粋 )

第 4章 建 築 協 定
(建築協定のEjgg)

第69条 両町村は､その区底の-弧について､住宅地としてのZ胃鏡又は商店街としての利便を高度l=椎持増進す

る等建築物の利用を増返し､かつ､土地の王削晃を改菩するために必要と認める場合においてla､土地の所苧∋普

及ひ建築物の所管を白田とする地上権又は異1苔権 (臨時設備その他一時使用のため設定されたことか明らかな

ものを除く｡以下 ｢1菖蝿権J というO)を宇∋する者 (以下 ｢土地の所管書等｣と総称する.)ガ当該土地について

一定の区域を定め､その区王或内における建築物の敷地､位置､構造､岡遷､形態､意匠又は建築設備に関する

革準Eこついての協定 (以下 ｢建築協定｣というo)を締結弓ることガてきる旨を､条例て､定めることかできる｡

(建築協定の認可の申請)

第70条 前条の規定による建築協定を締結しようとする土It9の所管専守は､協定の目的とX:3っている土地の区域

(以下 ｢建築協定区域 J という.)､萱藍築物に関する基準､協定の有効期間及び協定違反かあった場合の事昌雷を定

めた建築協定雷を作成し､その代表者によって､これを特定行政庁に漂出し､その認可を受けな(1れぽならな

2い㌫頂の建築協定8･=ついては､土地の欄 等の報 の合煮ガEl･,れぽならない｡ただし､当該建築協定区0
壊内J=忠地権の目的となっている土地かある場合においては､当該侮他種の目的となっている土地の所頁看以

外の土地の所宇弓書等の全員の合責かあれば足りる｡

3 第 1項の規定によって建築協定垂を提出qる場合において､当該建築協定区頓ガ建言轟主筆を置く而野村の区

敬外にあるときは､その所在地の両町村の長を経EElLなければLJ:らない｡

(申邑亮に係る建築協定の'il害)

第71条 両町村の長は､軌条第 1項又は第 3頂の規定による建築協定苗の頻出71あった場合においては､遅滞な

く､その旨を公告し､20日以上の相当の期間を定めて､これを関係人の美妓矧 こ供さなければX:3らない｡

(公開による腰間)

第72条 市町村の矧 よ､前条の縦覧期間の満了後､関係人の出頭を求めて公開r=よる聴聞を行オつなけ柑 aL'ならな

い｡

2 建築主事を習く而田村以外の而町村の良は､前項の聴聞をした後､遅滞なく､当岩頁建築協定音を､これに対

する意見及び前項の規定による既闇の記録を節えて､都道府県判事に送付しなければならない｡

(建築協定の認可)

売73条 特定行政庁は､当該建築協定かその日的となっている土地又は建築物の利用を不当に制限するものてな

く､かつ､莞69条のEj的に合致するものてあると認めるとさは､当該建築協定を認可しなければならない｡

2 特定行政rTは､前項の詑司をした場合においてra､遅滞なく､その旨を'L,i告しなければならない｡この場合

において､当該建築協定ガ建築主等を署く両町村の区壬或外の区域に係るものであるときlg､都二百府県刃〕事は､

その認可した建築協定に(系る建菓協定香の写 1通を当該建築協定区俵の所在地のFEI田】村の良に送付しなければ

ならない｡

3 第 1境の規定による認可をした市町村の長文は前項の規定によって建築協定雷の写の送付を受けた両町村の

長rま､その建築協定iSを当主妾而町村の事務所に備えて､一般の縦矧 こ供さなければならない｡

(建築協定の空重)

莞74条 建築協定区噺内における土地の所管害毒は､軌条第 1頃の規矧 こよる…浩司を受けた建築協定に係る建築

協定区王敦､建築物に関する基準､南朝期間又は朗定違反かあった場合の措置を変更しようとする場合において

rよ､その旨を定め､これを特定行政庁に申看再してその認可を受けなければならt=iい｡

2 荊4条の規定は､前項の認可の手続に準用する｡

第74条の2 建築協定区王或内の土地で当主妾建築協定の効力か及ばない菅の所管するものの全部又ra:一8Blこついて

1菖他種か5肖流した場合においては､その儀他種の目的となっていた土蛇は､当該建築協定区1或から除かれるも

のとする0

2 前項の場合においては､当該L昌地積を胃していた葛は､遅滞なく､その旨を特定行1枚庁に届(1出なければな

ら7:3い｡

3 椅定行政庁は､前項の規定による届け出ガあった場合その他第 1項の規定により同風 こ規定する土地か当該

建築脇定区域から除かれたことを刃】った場合においてほ､蓬滞なく､その旨を公告しなければならない｡

(建築協定の効刀)

莞75条 第73条鳶2項又はこれに茎FBする莞74条第2項の規定による認可の公宅芸 (次条において ｢建築協定の認

- 3Ll-



可等の公告J という｡)のあった建築協定は､その/13告のあったEj以後において当該建築協定区域内の土ItBの所

管書等となった書 (当該建築協定r=ついて第70条第 21貞又raこれを準用する第74条第 2項の規定による合意を

しなかった書の再する土地の所南権を承継した者を除くO)に対しても､その効73かあるものとするO

(勇空重協定の認可等の/iI岩の禿つだEj以後勇畳築協定にDOjつる手続等)

第75.最の2 廷垂協定区域内の土地の所管看て当言責建築協定の効ブコか及ばないものla､建築協定の認可等の'iI告

のあったEj以接し＼つても､特定行政rTr=対して署面でその意思を表示することによって､当該建J垂協定r=DDn

ることかてきる0

2 薫73集第2項及ひ第31員の規定は､前項の規定による嚢悪の表示かあった場合に猫用する｡

3 建築協定は､第 1頂の規定r=より当岩垂廷吏碗定r=加]れっ定吉かその日毒に∂∋いて新手∃していた当該建≡裏協定区

1或内の土工tBについて､荊1矧二才∋いて準用する第73条第 2頂の規定による公告のあったEj以後にあいて土地の所

頁蓄等とL=3った吉 (軌条の規定の適用かある者を除く｡)に対しても､その効力かあうものとするO

(建言桑1扇定のl莞止)

第76条 建築協定区L或円の土地の所勇者等 (当該建築協定の効ブコか及ぼ7:tLlい書を除くo)r∂こ､莞73桑第 1頂の規定

r=よる認可を受けた建築協定を廃止しようとする主易合においてra､その過半数の合葛をもってその旨を定紋)､

これを特定行政rTに申請してその認可を受けなけれほならない0

0 2(工芸喜実害冨芸誌芸芸だヂ司をした場合【こ臥 てrま､遅滞なく＼その節 怨 し馴 れほなら机 ､0
第76･臭の 2 土上位の共再者文は共同イ音土t9億番は､第70条第 2項(第74条第 2Ⅰ員において準用する場合を含むO)､第

75異の2第 1頃及ひ前菜第 1項の規定の適用についてra､合nせて-の所章∃書又は儲地権者とみなす｡

(建築協定の設定の椅矧｣)

第76条の3 第69条の条例て定める区威内にa∋ける土地で､-の所管者以外の土地の所有者等か存 じないものの

所管音は､当該土ttgの区域を彊築協定区域とする廷二築協定を定めるここガできる0

2 酌頂の規定による廷≡海協定を定めようとする音は､声圭築協定区域､彊葺引勿に関する萱準､協定の=頁交力期間及

U協定違反かあった場合の事昌運を定荘)た建築協定害を作成し､これを特定行政庁に提出して､その認可を受け

なければならない｡

3 第70集窯3項及ひ第71.条から第73条a=ての規定rよ､前項の認可の手続r=亡挙用する0

4 毒害2頂の規定r=よる認可を牽rlた建築t謁定は､認可のEjから走己早して 1年以P訓こ∂∋いて当該建築協定区域内

の工矧 二二以上の土地の所管書写か773=することとなった時から､第73異義 21員の規定による認可の公害のあっ

た建築t謂定とi司-の効プj奄丙する建築協定となる｡

5 舅7A異及ひ:莞76美の規定【よ､酌頂の規定r=より5莞73条莞21員の規定による認可の公告のあった彊重き協定と同

(建築糊の1竜三のLt91立)

･莞77集 注享毎協定のEj的となってしる建築物に関する孝一華か建築糊のi昌主の権限に係るユ易合に才∋いては､その建

横浜市建築協定条例

(超 旨)

第 1条 この条例は､建築基準条例 (EB和25fF法律201号｡以下 ｢法.という｡)売 4章に規定する建築協定の実

施に関LJJEl要な事項を定めるものとする｡

(建築協定)

第 2条 次号に定める区域[=ついて､イ主宅としての甥虞又は商店街としての利便を高度[=維持増進する等建築物

の利用を増達し､かつ､土itBの環輿を改善するために必要と認める場合においては､土崎の所南壱及ひ建築物

を膏する蓄【ま､その権利の日的と7=3っている土地について-定の区L碧を定め､その区威内にあける建築物の敷

itq､位置､構造､用途､形態､意匠又ra建築設1億lこ関する室準についての協定を締結することかできるO

(建築協定をすることかできる区i或)

第 3条 法莞69条の規定により建築協定をすることかできる区垣引去､建築物の利FBを増進し､かつ､土地の環境

を改善をするため[=必要と認める区t或内て市 長か害示して定める区域とするO



建築協定に関するお問合わせは､下記の担当課へおたずね ください｡

503-l212㈹ ≡;∈757-238l(直) 撃 ロ 画S]:..L: .●'.r

I,Ifカビ■l▲■【<■65l-l212㈹建 築局建 築指導部企画指導課企画 係 933-l212代 等張

:t諾334-6281-2(直 ) 863-238日直 ) ｢F珊 F

;;重電!舌番号の変更 平成元年 5月15日か L?実施
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